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特記仕様書P34
（2）標準単価の補正

特記仕様書には、『労務費及び機械経費の設計金額の算出において、土木工事等単
価ファイルの標準単価に「物価資料等」と記載している場合は、物価資料等Ｗｅｂ（電子
版）より「標準単価」と「４週８休以上の単価」
の差額を補正額とする。また、市場単価の補正は行わないものとする。』と記載がありま
す。
令和4年7月改定の土木工事単価表ファイル【４週8休単価】には、市場単価の記載があ
ります。
特記仕様書のとおり、市場単価のみ4週8休の補正は行わないのでしょうか。

特記仕様書 ２４－１１－３に示すとおりです。
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